


議
　
員
　
合
葬
墓
の
設
置

方
針
は
。

市
　
長
　
設
置
す
る
こ
と

と
し
、
去
る
10
月
に
基
本

方
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

市
民
誰
も
が
利
用
で
き
、

将
来
的
に
多
く
の
市
民
が

眠
る
場
所
と
し
て
気
軽
に

訪
れ
、
親
戚
の
ほ
か
先
人

や
祖
先
を
敬
い
、
憩
い
と

安
ら
ぎ
を
感
じ
ら
れ
る
よ

う
な
「
十
和
田
市
民
の
お

墓
」
で
あ
る
こ
と
、
利
便

性
を
優
先
し
、
緑
豊
か
な

十
和
田
市
の
景
観
と
調
和

を
大
切
に
、
長
き
に
わ
た

っ
て
愛
さ
れ
る
「
地
域
の

特
色
を
生
か
し
た
施
設
」

で
あ
る
こ
と
、
維
持
管
理

や
施
設
の
在
り
方
に
つ
い

て
、「
将
来
に
負
担
を
か
け

な
い
施
設
と
管
理
方
法
」

と
す
る
こ
と
を
基
本
方
針

総
務
部
長
　
令
和
２
年
４

月
１
日
現
在
、
課
長
級
以

上
の
職
員
に
占
め
る
女
性

の
割
合
は
31
・
７
％
で
、

昨
年
度
の
22
％
か
ら
大
き

く
増
加
し
ま
し
た
。

議
　
員
　
市
長
の
政
治
姿

勢
を
問
う
。

市
　
長
　
市
民
と
連
携
し
、

農
業
・
観
光
の
振
興
、
中

心
市
街
地
の
活
性
化
、
ま

ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
制

定
、
市
民
活
動
へ
の
支
援
、

広
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

形
成
、
自
主
防
災
組
織
の

設
立
等
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
元

気
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向

け
て
取
り
組
み
ま
す
。

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

市
の
魅
力
向
上
の
た
め
の

独
自
性
・
創
造
性
の
あ
る

事
業
に
取
り
組
み
な
が
ら

も
健
全
な
財
政
運
営
と
な

る
よ
う
予
算
編
成
し
ま
す
。

議
　
員
　
中
央
病
院
と
三

沢
市
立
三
沢
病
院
が
設
立

す
る
地
域
医
療
連
携
推
進

法
人
の
概
要
は
。

病
院
事
業
管
理
者
　
人
口

減
少
等
を
背
景
と
し
た
急

性
期
病
床
の
余
剰
や
回
復

期
病
床
の
不
足
、
患
者
数

の
減
少
等
の
課
題
に
よ
り
、

今
後
、
病
院
単
体
で
の
事

業
継
続
や
地
域
医
療
の
維

持
が
難
し
く
な
る
と
い
う

危
機
感
を
共
有
し
た
両
病

院
が
、
業
務
連
携
と
機
能

分
担
等
を
推
進
し
、
病
院

事
業
の
継
続
や
地
域
医
療

の
課
題
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
協
力
体
制
の
構
築
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

議
　
員
　
市
の
管
理
職
に

占
め
る
女
性
の
割
合
は
。

議
　
員
　
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
令
和
３
年
度
当
初
予

算
編
成
方
針
は
。

企
画
財
政
部
長
　
地
方
交

付
税
の
減
額
と
市
税
の
減

収
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

第
２
次
総
合
計
画
の
実
現

や
大
規
模
建
設
事
業
の
着

実
な
実
施
に
加
え
、
新
た

な
日
常
・
働
き
方
に
対
応

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

教
育
長
　
全
小
中
学
校
の

教
室
内
の
照
度
は
文
部
科

学
省
が
定
め
る
基
準
を
満

た
し
て
い
ま
す
。
児
童
生

徒
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
電

子
黒
板
等
を
長
時
間
集
中

し
て
見
続
け
な
い
、
正
し

い
姿
勢
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を

使
用
す
る
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器

と
の
距
離
や
向
き
に
気
を

つ
け
る
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を

使
用
す
る
と
き
の
部
屋
の

明
る
さ
に
気
を
つ
け
る
な

ど
の
指
導
を
し
て
い
ま
す
。

議
　
員
　
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
に
係
る
照
度
基
準
は
。

教
育
部
長
　
テ
レ
ビ
や
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
の
画
面

の
垂
直
面
照
度
は
１
０
０

か
ら
５
０
０
ル
ク
ス
が
望

ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
特
に
基
準
は
設
け
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。

と
し
て
整
備
し
ま
す
。

議
　
員
　
設
置
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
。

民
生
部
長
　
来
年
度
に
基

本
構
想
・
基
本
計
画
、
建

設
地
の
測
量
、
令
和
４
年

度
に
基
本
設
計
・
実
施
設

計
、
令
和
５
年
度
に
工
事

着
工
を
し
、
令
和
６
年
度

の
供
用
開
始
を
目
指
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
　
員
　
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
に
向
け
た
環
境
整
備
は
。

久　慈　年　和
（市民連合クラブ）

合
葬
墓
の
設
置
方
針
は

設
置
す
る
こ
と
と
し

　
　
　
　基
本
方
針
を
策
定
し
た

野　月　一　博
（令和無心会）

令和３年度の当初予算編成方針は

新たな日常・働き方に対応した
 まちづくりを推進する

１人１台端末配備にあわせた環境整備を

指導的地位への女性の参画拡大を

一

　般

　質

　問

編
集
後
記

　
全
国
的
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
連
日

増
加
し
て
い
る
中
、第
４
回

定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。議
会
を
傍
聴
す
る
方
も

減
り
、一
般
質
問
の
議
論
の

様
子
も
ネ
ッ
ト
配
信
や
新

聞
な
ど
で
把
握
す
る
し
か

で
き
な
い
状
態
で
す
。

　
議
会
だ
よ
り
に
は
各
議

員
の
質
問
要
旨
の
一
部
し

か
掲
載
さ
れ
ず
、残
り
の
質

問
で
も
市
民
に
報
告
し
た

い
重
要
な
も
の
が
あ
る
は

ず
で
す
。

　
本
紙
は
議
員
の
質
問
要

旨
の
内
容
・
報
告
と
も
に
、

見
や
す
い
紙
面
に
な
る
よ

う
な
構
成
に
し
て
い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
文
責
　
久
慈
　
年
和
）

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委
員
長
　氣
田
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子

副
委
員
長

　櫻
田
百
合
子

委
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泉
　信
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中
嶋
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尾
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小
笠
原
良
子

山
端
　
　博

久
慈
　年
和

意見書を提出しました
・西十和田トンネル（仮称）の早期建設を
求める意見書

予算審査特別委員会

　部活動指導員について理事者から説明を
　受けました（総務文教常任委員会）
・従来の外部指導者（ボランティアで技術指
導を行っている、いわゆるコーチ）は、顧
問の教員と連携・協力しながら技術的な指
導を行うことはできるが、外部指導者のみ
では大会等に生徒を引率することはできな
かった。
・国は、平成29年に学校教育法施行規則を
改正し、校長の監督を受け、部活動の技術
指導や大会引率等を行う「部活動指導員」
を新たに規定した。
・県は、部活動指導員を令和元年度から県立
中学校と一部高等学校へ配置し、検証する
ほか、市町村立中学校へ配置に係る経費の

一部補助を行っている。
・県内ではこれまでに６市が任用している。
・当市は、令和２年度中に設置要綱を定める
予定である。

Ｑ　各校での外部指導者と部活動指導員の人
数の配分はどうなるか。

Ａ　従来の外部指導者には同じ立場で今後も
協力いただき、部活動指導員は市内で数名
程度と考えている。

Ｑ　外部指導者への保険加入は。
Ａ　保険加入などの最低限の環境整備はして
いる。

⇒人員確保が難しいと思うので、従来の外部
指導者への依頼を検討してほしい。また中
体連等の大会運営では、学校、部活動指導
員、外部指導者の責任の区分を明確にして
進めてほしいと意見集約しました。

請願 ・ 陳情請願 ・ 陳情令和３年第１回定例会の開催予定

※会議の開始はいずれも午前10時からです。
※各常任委員会の開催予定日は未定です。
※日程は変更になる場合があります。詳しくは
議会事務局までお問い合わせください。

不採択となりました

・社会福祉法人保育園運営に正常化を求める
請願

継続審査

・後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を
求める意見書提出の陳情

３月 3日（水）　本会議（開会）
３月12日（金）、15日（月）、16日（火）

　一般質問
３月22日（月）　本会議（閉会）

３月17日（水）、18日（木）

常任委員会 所管事務調査報告常任委員会 所管事務調査報告
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